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平成２７年４月１５日判決言渡し 同日原本交付 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 差押処分取消等請求控訴事件（原審・東京地方裁判

所平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結日 平成２７年２月１８日 

 

       判       決 

   控訴人（原告）     Ｘ 

被控訴人（被告）    国 

   処分行政庁       東京国税局長 

 

       主       文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は、控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人は、控訴人に対し、３０２万６６４３円及びこれに対する平成２６

年７月４日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 被控訴人は、控訴人に対し、１００万円及びこれに対する平成２５年９月１

０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

４ 訴訟費用は、第１・２審とも被控訴人の負担とする。 

第２ 事案の概要（原判決の略称をそのまま用いる。） 

１ 控訴人は、昭和６２年分の所得税について期限内申告（本件確定申告）をし、

同申告に係る納付すべき税額３１６７万９６００円の全額を納付したところ、

平成元年２月２８日、市川税務署長から更正処分（納付すべき税額を４１６８
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万５８００円、新たに納付すべき同年分の所得税（本税）を１０００万６２０

０円とするもの）及び過少申告加算税賦課決定処分（過少申告加算税額１００

万円）を受け、上記滞納に係る本税、過少申告加算税及び延滞税（本件国税）

を徴収するため、同税務署長から平成６年４月１２日に控訴人所有の原判決別

紙物件目録記載の不動産（本件不動産）につき差押処分（本件不動産差押処分）

を受け、さらに、同税務署長から本件引継ぎを受けた東京国税局長のもとで、

東京国税局徴収職員から、平成２４年２月２１日に原判決別紙債権目録記載１

及び２の各債権（本件各債権）につき各差押処分（本件各差押処分）を受けた。 

本件は、控訴人が、本件各差押処分について、①本件不動産差押処分から１

０年以上経過した後に控訴人を経済的破綻に追い込むほどの巨額な延滞税の負

担を生じさせることを看過して行われたもので、瑕疵の存在が明白であること、

②本件国税の徴収権が時効消滅していること、③控訴人は市川税務署職員の誤

った指導による公的見解の表示を信頼して本件確定申告をしたのに、本件各課

税処分は上記表示に反して行われた信義則に反する処分であることから、違法

無効であり、被控訴人が本件各債権の取立て（本件取立て）をして配当を受け

た額について、控訴人の損失のもとに被控訴人が法律上の原因なく同額の利得

を得ていると主張して、不当利得返還請求権に基づき、被控訴人に対し、３０

２万６６４３円及びこれに対する訴え変更の申立書送達の日の翌日である平成

２６年７月４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の

支払を求めるとともに、東京国税局長の１８年弱にわたる徴収の不作為等によ

り、３４２４万０３００円もの延滞税が発生し、同額の損害を被ったと主張し

て、国家賠償法１条１項に基づき、被控訴人に対し、上記損害の一部である１

００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２５年９月１０日か

ら支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案

である。 

なお、控訴人は、当初、本件各差押処分の取消し及び国家賠償法に基づく損
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害の賠償を求めていたところ、本件各差押処分の取消しを求める部分を不当利

得返還請求に変更する旨の訴えの変更をしたものである。 

原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人がこれらを不服として

本件控訴を提起した。 

２ 本件における関係法令の定め、前提事実、争点及び争点に対する当事者双方

の主張は、後記３に当審における控訴人の主張を補足ないし付加するほかは、

原判決の「事実及び理由」欄の第２の１ないし４（原判決２頁２４行目から同

１２頁末行まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。 

３ 当審における控訴人の主張 

以下の事情からすれば、本件国税に係る徴収権限の不行使は、東京国税局長

又は東京国税局徴収職員の職務怠慢によるもので、国税徴収権の行使に関する

裁量の逸脱又はその濫用によるものであるから違法というべきである。 

（１） 控訴人は、平成６年８月３０日、東京国税局徴収職員に対して本件不動

産の公売処分を行うのを待って欲しい旨申し出たことはなく、被控訴人が

平成１３年１０月１８日、平成１５年２月４日及び平成１６年９月２日に

控訴人に差し置き又は送付したと主張する納付催告書を目にした記憶もな

いところ、原判決は、これらの事実を存在すると認定した点で事実を誤認

しており、また、控訴人に対して一方的に納付催告書の送付等を行っただ

けで放置した東京国税局徴収職員の職務怠慢は明らかというべきである。 

（２） 控訴人は、平成６年当初から、市川税務署職員による誤った指導内容に

ついて詳細の説明と謝罪がない限り、本件不動産を任意売却して自主的に

本件国税の納付を行うことは考えていないという姿勢を一貫して明らかに

していたところ、東京国税局長は、このような事実を認識しあるいは容易

に認識し得たにもかかわらず、平成６年６月に市川税務署長から徴税事務

を引き継いだ後、遅くとも５年が経過する平成１１年中には、本件不動産

を公売手続に付して本件国税の一部の納付に充当することが極めて容易か
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つ可能であったのに、平成１７年１月１８日まで本件不動産について調査

をしなかった上、東京国税局徴収職員は、同年２月２日及び同年４月４日

の２回にわたって、控訴人に対し、本件不動産の公売を行うことになる、

あるいは本件不動産の公売手続等を進める旨の発言をし、控訴人に本件不

動産の公売が必至であると思わせながら、本件不動産の公売手続を進めず、

その結果本税の３倍以上の延滞税を負担させ、控訴人を経済的に破綻させ

かねない状況に陥らせたものである。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所も、控訴人の本件請求はいずれも理由がないと判断する。その理由

は、後記２に当裁判所の判断を補足するほかは、原判決の「事実及び理由」欄

の第３の１及び２（原判決１３頁２行目から同２６頁１行目まで）に説示する

とおりであるから、これを引用する。 

２ 当裁判所の判断の補足 

（１） 控訴人は、当審においても、東京国税局長又は東京国税局徴収職員の本

件国税に係る徴収権不行使の違法を主張し、その理由として、平成６年８

月３０日、東京国税局徴収職員に対して本件不動産の公売処分を行うのを

待って欲しい旨申し出たことはなく、被控訴人が平成１３年１０月１８日、

平成１５年２月４日及び平成１６年９月２日に控訴人に差し置き又は送付

したと主張する納付催告書を目にした記憶もないことなどを挙げる。 

しかし、控訴人の上記主張は、単に申し出を否定し、また、納付催告書

を目にした記憶がないというにとどまるのであって、客観的な裏付けを伴

った主張ではないことから、前記引用に係る原判決「事実及び理由」欄の

第３の１（４）ウの認定、判断を左右するものとはいえないし、そもそも

かかる事情は、控訴人の対応や認識に関するものであるにとどまり、それ

自体で東京国税局長又は東京国税局徴収職員の不作為の違法性を基礎付け

るものということはできない。 
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（２） さらに、控訴人は、本件国税に係る徴収権不行使の違法を基礎付ける事

実として、控訴人が平成６年当初から、市川税務署職員による誤った指導

内容について詳細の説明と謝罪がない限り、本件不動産を任意売却して自

主的に本件国税の納付を行うことは考えていないという姿勢を一貫して明

らかにしていたのに、東京国税局長において、平成１７年１月１８日まで

本件不動産について調査をしなかったことや、東京国税局徴収職員が、同

年２月２日及び同年４月４日の２回にわたって控訴人に対し、本件不動産

の公売を行うことになる、あるいは本件不動産の公売手続等を進める旨の

発言をし、控訴人に本件不動産の公売が必至であると思わせながら、本件

不動産の公売手続を進めなかったことなどを挙げる。 

しかし、控訴人が本件確定申告を行うに際し、市川税務署職員による指

導に誤りがあったとしても、控訴人の上記主張に係る事情は、課税要件の

法定及び課税の公平という見地に照らし、控訴人が本件国税の納付を怠る

ことを正当化し得るものとはいえないし、前記引用に係る原判決が「事実

及び理由」欄の第３の１（３）（４）に説示するとおり、控訴人において、

本件国税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の効力を争う

方法があったのに、その手続をとっていないことや、本件不動産が市街化

調整区域内にあり、上空に高圧電線が通り、接する道路も狭いことなどか

ら、公売処分による換価が容易でないと見込まれたこと、本件不動産差押

処分及び本件各差押処分の当時、その概算見積価額は本件国税の残額に満

たないため、本件不動産の公売処分を進めた場合、本件国税の残額の徴収

を目的として、控訴人が他に所有する自宅不動産に対する公売処分を行う

必要を生ずる状況にあったことなどからすると、東京国税局長又は東京国

税局徴収職員が、控訴人に対する関係で、国税徴収権の行使に関する裁量

権の範囲の逸脱し又はこれを濫用したということはできず、また、本件国

税に係る徴収権の行使を違法に怠り、控訴人の法益を侵害したということ
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もできない。 

したがって、控訴人の前記主張は採用することができず、控訴人が他に

縷々主張する事由も、上記判断を左右するものとはいえない。 

３ 以上によれば、控訴人の本件請求はいずれも理由がないから、これらを棄却

すべきところ、これと同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却するこ

ととして、主文のとおり判決する。 

 

東京高等裁判所第９民事部 

裁判長裁判官   奥田 正昭 

裁判官   橋本 英史 

裁判官   関口 剛弘 

 


